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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】水中油型エマルションに基づく化粧品および皮膚科用泡沫処方物、特に泡沫状ク
リームであって、その油相が泡沫処方物中でラメラ状の膜を形成する少なくとも１種の膜
形成物質を含む化粧品および皮膚科用泡沫処方物の提供。
【解決手段】油相および水相を含むエマルションであって、この油相が泡沫処方物中でラ
メラ状の膜を形成する少なくとも１種の膜形成物質を含むエマルション。膜形成物質が脂
質、好ましくはトリグリセリドを含み、トリグリセリドがカプリル酸／カプリン酸トリグ
リセリドを含み、脂質がさらに、リン脂質、好ましくはレシチンを含む水中油型エマルシ
ョン。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油相および水相を含むエマルションを含む泡沫処方物であって、前記油相は前記泡沫処
方物中でラメラ状の膜を形成する少なくとも１種の膜形成物質を含む、泡沫処方物。
【請求項２】
　前記エマルションが水中油型エマルションである、請求項１に記載の泡沫処方物。
【請求項３】
　前記少なくとも１種の膜形成物質が脂質、好ましくはトリグリセリドを含む、請求項１
または請求項２に記載の泡沫処方物。
【請求項４】
　前記トリグリセリドがカプリル酸／カプリン酸トリグリセリドを含む、請求項３に記載
の泡沫処方物。
【請求項５】
　前記脂質がさらに、リン脂質、好ましくはレシチンを含む、請求項１から請求項４のい
ずれか１項に記載の泡沫処方物。
【請求項６】
　前記レシチンが水素添加レシチンを含む、請求項５に記載の泡沫処方物。
【請求項７】
　前記エマルションがさらに、好ましくはヒドロキシプロピルメチルセルロース、キサン
タンガムおよびこれらの混合物からなる群から選択される少なくとも１種の増粘剤を含む
、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の泡沫処方物。
【請求項８】
　前記エマルションがさらに安定剤を含む、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載
の泡沫処方物。
【請求項９】
　前記安定剤がペンチレングリコールを含む、請求項８に記載の泡沫処方物。
【請求項１０】
　前記エマルションがさらに、シアバター、グリセロール、スクアラン、セラミド（好ま
しくはセラミド３）またはこれらの混合物などのさらなる従来の構成成分を含む、請求項
１から請求項９のいずれか１項に記載の泡沫処方物。
【請求項１１】
　前記エマルションがさらに、油および脂肪性物質などのさらなる従来の構成成分を含む
、請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の泡沫処方物。
【請求項１２】
　前記エマルションがさらに少なくとも１種の活性薬剤を含む、請求項１から請求項１１
のいずれか１項に記載の泡沫処方物。
【請求項１３】
　前記活性薬剤が、ヒドロビトン、ピロリドン炭酸およびその塩、乳酸およびその塩、グ
リセロール、ソルビトール、プロピレングリコール、尿素、コラーゲン、エラスチン、絹
タンパク質、ヒアルロン酸、ペンタビチン、セラミド、パンテノール、ナイアシン、α－
トコフェロールおよびそのエステル、ビタミンＡ、ビタミンＣ、没食子酸塩、ポリフェノ
ール、パンテノール、ビサボロール、植物ステロール、グルココルチコイド、抗生物質、
鎮痛薬、消炎薬、抗リウマチ薬、抗アレルギー薬、駆虫薬、抗痒疹薬、乾癬治療薬、レチ
ノイド、局所麻酔薬、静脈治療薬、角質溶解薬、充血性化合物、冠動脈治療（硝酸塩／ニ
トロ化合物）、抗ウイルス薬、細胞分裂阻害剤、ホルモン、創傷治癒を促進する薬剤、成
長因子、酵素製剤、殺虫剤、ならびに植物系物質（藻類、アロエ、アルニカ、サルオガセ
、コンフリー、カバノキ、イラクサ、キンセンカ、オーク、ツタ、マンサク、ヘナ、ホッ
プ、カモミール、ラスカス、ペパーミント、マリーゴールド、ローズマリー、セージ、緑
茶、ティーツリー、ツクシ、タイムおよびクルミの植物エキスなど）、またはこれらの混
合物からなる群から選択される、請求項１２に記載の泡沫処方物。
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【請求項１４】
　前記エマルションが実質的に乳化剤不含のエマルションである、請求項１から請求項１
３のいずれか１項に記載の泡沫処方物。
【請求項１５】
　前記エマルションが乳化剤を含まない、請求項１から請求項１４のいずれか１項に記載
の泡沫処方物。
【請求項１６】
　前記脂質がバイオアイデンティカルな脂肪を含む、請求項３から請求項１５のいずれか
１項に記載の泡沫処方物。
【請求項１７】
　前記処方物が泡沫状クリームである、請求項１から請求項１６のいずれか１項に記載の
泡沫処方物。
【請求項１８】
　前記エマルションが、少なくとも１種のリン脂質および少なくとも１種の液体ワックス
エステルを、好ましくはリン脂質：ワックスエステル＝１：５～１：１、より好ましくは
１：２の重量比で含む、請求項１から請求項１７のいずれか１項に記載の泡沫処方物。
【請求項１９】
　前記リン脂質がレシチン、好ましくはレシチンおよび水素添加レシチンの混合物を、好
ましくは約１０：１～１：１０、より好ましくは約５：１～１：５、さらにより好ましく
は約１：１の重量比で含み、かつ／または前記ワックスエステルがミリスチン酸イソプロ
ピルを含み、かつ／またはトリグリセリド、好ましくはＣ８～Ｃ１２トリグリセリドがさ
らに含まれる、請求項１８に記載の泡沫処方物。
【請求項２０】
　前記膜形成物質が水に可溶性ではない、請求項１から請求項１９のいずれか１項に記載
の泡沫処方物。
【請求項２１】
　前記膜形成物質が８より大きい、好ましくは９～１１、より好ましくは９．５～１０．
５のＨＬＢ値を有する、請求項１から請求項２０のいずれか１項に記載の泡沫処方物。
【請求項２２】
　スキンケア薬としての、請求項１から請求項２１のいずれか１項に記載の泡沫処方物の
使用。
【請求項２３】
　皮膚洗浄薬としての、請求項１から請求項２１のいずれか１項に記載の泡沫処方物の使
用。
【請求項２４】
　日焼け止め剤としての、請求項１から請求項２１のいずれか１項に記載の泡沫処方物の
使用。
【請求項２５】
　化粧品、医療用製品または医薬組成物の製造のための、請求項１から請求項２１のいず
れか１項に記載の泡沫処方物の使用。
【請求項２６】
　泡沫処方物の製造方法であって、
　ａ）好ましくは水中油型のエマルションを生成する工程と、
　ｂ）前記エマルションおよび噴霧剤を耐圧容器の中に充填する工程、または
　ｃ）耐圧容器以外の、前記エマルションを分注する際に泡沫を生成する容器の中に、前
記エマルションを充填する工程と
を含む、方法。
【請求項２７】
　請求項１から請求項２１のいずれか１項に記載の泡沫処方物を製造するための請求項２
６に記載の方法。
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【請求項２８】
　前記エマルションを生成する工程が、
　（１）前記処方物中でラメラ状の膜を形成する少なくとも１種の膜形成物質を任意に含
む油相を準備する工程と、
　（２）水相を準備する工程と、
　（３）両方の相を加えて均一化する工程と、
　（４）任意に、少なくとも１種、または少なくとも１種のさらなる膜形成物質を加える
工程と、
　（５）エマルションを得るために、任意に均一化する工程と
を含み、工程（１）または工程（４）のうちの少なくとも１つにおいて、前記処方物中で
ラメラ状の膜を形成する少なくとも１種の膜形成物質が含まれる、請求項２７に記載の方
法。
【請求項２９】
　前記油相および前記水相が、４０℃～９０℃の間、好ましくは６０℃～８０℃の間、よ
り好ましくは約７０℃の温度で均一化される、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記エマルションが増粘剤を含み、さらに、
　（６）増粘剤の水溶液を準備する工程と、
　（７）前記増粘剤の溶液を前記エマルションと混合する工程と
を含む、請求項２８または請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記泡沫処方物が１０重量％の噴霧剤を含む、請求項２８から請求項３０のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項３２】
　均一化する工程が、高エネルギー入力下、好ましくは高圧均一化および／または超音波
によって実施される、請求項２８から請求項３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３３】
　均一化する工程が、約５０．０００～約２５０．０００ｋＰａ、好ましくは約１００．
０００～１５０．０００ｋＰａの圧力で実施される、請求項２８から請求項３０および請
求項３２のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、とりわけ水中油型エマルションに基づく化粧品および皮膚科用泡沫処方物、
特に泡沫状クリームであって、その油相が泡沫処方物中でラメラ状の膜を形成する少なく
とも１種の膜形成物質を含む化粧品および皮膚科用泡沫処方物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（エマルション）
　用語「エマルション」は一般に、通常は相として表現される、混和性でないかまたは限
られた程度にのみ混和性である２つの液体からなる不均一系に関連する。エマルションで
は、両方の液体のうちの一方が、微細な液滴の形で他方の液体中に分散している。
【０００３】
　この２つの液体が水と油であって、この油滴が微細に水中に分散している場合、このエ
マルションは水中油型エマルション（Ｏ／Ｗエマルション、例えば牛乳）である。Ｏ／Ｗ
エマルションの基本的特性は、水によって規定される。油中水型エマルション（Ｗ／Ｏエ
マルション、例えばバター）の場合、反対の原理が当てはまり、この場合はその基本的特
性は油によって規定される。
【０００４】
　ある液体の中での別の液体の持続性のある分散液を得るために、従来の意味のエマルシ



(5) JP 2015-7115 A 2015.1.15

10

20

30

40

50

ョンでは、表面活性剤（乳化剤）の添加が必要である。乳化剤は、空間的に互いに離れて
いる分子の極性部（親水性部）および非極性部（親油性部）からなる両親媒性分子構造を
有する。単純なエマルションでは、一方の相の乳化剤のシェルで取り囲まれた微細に分散
した液滴は、第２の相中に存在する（Ｗ／Ｏエマルションにおける水滴またはＯ／Ｗエマ
ルションにおける脂質小胞）。乳化剤はその２つの液体間の境界面に配列するため、乳化
剤はそれらの相間の表面張力を低下させる。乳化剤は、油／水相の境界に表面膜を形成し
、これが液滴の不可逆的結合に対抗する。エマルションを安定化するために、乳化剤の混
合物がしばしば使用される。
【０００５】
　従来の乳化剤は、その分子の親水性部に依って、イオン性（アニオン性、カチオン性お
よび両性）乳化剤ならびに非イオン性乳化剤に分類することができる：
　・アニオン性乳化剤の最もよく知られた例は、飽和および不飽和の高級脂肪酸の水溶性
のナトリウム塩またはカリウム塩についての慣用名である石鹸であると考えられる。
　・カチオン性乳化剤の重要なメンバーは四級アンモニウム化合物である。
　・非イオン性乳化剤の分子の親水性部は、しばしば、グリセロール、ポリグリセロール
、ソルビタン、炭水化物またはポリオキシエチレングリコールからなり、エステル結合お
よびエーテル結合によってその分子の親油性部に連結されていることが最も多い。その親
油性部は、典型的には脂肪アルコール、脂肪酸またはイソ脂肪酸からなる。
【０００６】
　用語「乳化剤」または「従来の乳化剤」は、当該技術分野で公知である。従来の乳化剤
は、例えば、刊行物：非特許文献１および非特許文献２に記載されている。
【０００７】
　分子の極性部および非極性部の構造およびサイズが変わることによって、乳化剤の親油
性および親水性は大きく改変され得る。
【０００８】
　乳化剤を正しく選択することは、エマルションの安定性にとって非常に重要である。こ
の点において、その系に含有されるすべての化合物の特徴が考慮される必要がある。例え
ば、スキンケアエマルションの場合には、極性の油成分（例えばＵＶフィルターなど）は
不安定性につながり得る。それゆえ、乳化剤とは別に、例えばエマルションの粘度を上昇
させかつ／または保護コロイドとして作用する他の安定剤がさらに使用される。
【０００９】
　エマルションは、様々な応用分野で使用される化粧品および／または皮膚科用調製物の
分野において重要な種類の製品の位置を占める。それゆえ、様々な製品（ローションおよ
びクリームなど）は、スキンケア用に、特に乾燥肌を再び潤すために利用できる。スキン
ケアの目的は、日々の洗浄によって引き起こされる脂質および水分の減少分を補うことで
ある。加えて、かかるスキンケア製品は、環境ストレスから（特に日光および風から）保
護するべきであり、皮膚の老化を遅らせるべきである。
【００１０】
　化粧品用エマルションはまた、デオドラントとしても使用される。かかる処方物は、そ
れ自体は臭いがない新しい汗が微生物によって分解されるときに生成する体臭を取り除く
ために使用される。
【００１１】
　洗浄用エマルションの形態のエマルションはまた、皮膚および皮膚付属器の洗浄用にも
使用される。それらは、洗顔のために、および特に装飾用化粧品を除去するために使用さ
れることが最も多い。かかる洗浄用エマルションは、他の洗浄用調製物（石鹸など）とは
対照的に、特に皮膚に対して低刺激性であるという利点を有する。なぜなら、それらは親
油性相の中に栄養となる油分および／または非極性活性薬剤、例えばビタミンＥなどを含
有していてもよいからである。
【００１２】
　（乳化剤不含エマルション）
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　数十年来、従来の乳化剤は、スキンケア調製物の開発の基礎をなしている。乳化剤は、
製造のための、とりわけエマルションを安定化するための補助剤として使用された。最近
では、乳化剤は典型的には自然の皮膚バリアの完全性を乱し、従って、皮膚を清浄にする
ことは皮膚の自然のバリア化合物を失うことにつながりかねないので、スキンケア調製物
で乳化剤を使用すると、例えば敏感な皮膚の場合は問題を引き起こしかねないという参考
文献が存在した。自然のバリア化合物を失うと、荒れ、乾燥肌、割れ、消耗性の湿疹（Ａ
ｂｎｕｔｚｕｎｇｓｅｋｚｅｍｅ）の増加につながり得る。
【００１３】
　さらに、乳化剤を使用すると、通常は、脂質バリアのラメラ構造が小胞状構造（例えば
、ミセルまたは混合ミセルなど）へと変換されるということが生じる。これらの小胞は皮
膚のバリア層の少なくとも一部を「破壊」し、それゆえ、バリア層の膜の透過性を局所的
に高める。皮膚のバリア層がこのように開くことで、皮膚水分蒸散量（ＴＥＷＬ）は、少
なくとも一時的に増加し、同時に皮膚が水分に結合する容量は減少する。従来の乳化剤を
有するスキンケア調製物の連続的な使用は、皮膚がその保護機能を維持できないというこ
とにさえつながりかねない。
【００１４】
　乳化剤不含エマルションは、特別な形態のエマルションである。これらのエマルション
は、より狭義の乳化剤を含まず、すなわち、より適切な濃度でミセルおよび／または他の
液晶性凝集体を形成する、低分子量（５０００未満の分子量）を有する両親媒性化合物、
を含まない。ＩＵＰＡＣは、用語「乳化剤」を以下のように定義している：乳化剤（すな
わち、従来の乳化剤）は表面活性物質である。それらは、好ましくは油相と水相との境界
面に配列し、それゆえ、表面張力を低下させる。低濃度でさえ、乳化剤はエマルションの
形成を容易にする。加えて、これらの物質は、それらが凝集および／または合体の速度を
低下させるため、エマルションの安定性を高め得る。薬剤師、皮膚科医およびｄｅｒ　Ｇ
ｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ　ｆｕｅｒ　Ｄｅｒｍｏｐｈａｒｍａｚｉｅ（ｈｔｔｐ：／／ｗ
ｗｗ．ｄｅｒｍｏｔｏｐｉｃｓ．ｄｅ／ｇｅｒｍａｎ／ａｕｓｇａｂｅ＿１＿０３＿ｄ／
ｅｍｕｌｇａｔｏｒｆｒｅｉ＿１＿２００３＿ｄ．ｈｔｍ）の他の専門家の学際的な意見
の一致によれば、より狭義の乳化剤（従来の乳化剤）の代わりに（５０００を超える分子
量を有する）表面活性高分子によって安定化されている場合、処方物は、「乳化剤不含」
と定義することができる。
【００１５】
　薬理学的エマルションおよび化粧品用エマルションを安定化するために、いわゆる真の
乳化剤、すなわち、その構造およびその物理化学的挙動に従うとテンシデ（Ｔｅｎｓｉｄ
ｅ）のクラスに属する本願明細書の記載の意味での従来の乳化剤が主に使用される。それ
らは、両親媒性構造およびミセル会合できる能力を特徴とする。しかしながら、ミセル会
合の代わりに本発明の意味でのラメラ状の膜の形成につながる化合物およびその混合物は
、従来の乳化剤とは考えられていない。かかる化合物の例は、例えば、後述するような特
定の条件下でそれらが分散される場合の、例えばレシチン、スフィンゴリピド、セラミド
などのリン脂質、コレステロール、脂肪アルコール、脂肪酸、ならびにそれらのモノエス
テルおよび／もしくはジエステル、ならびにステロールなどである。かかる化合物の混合
物はさらに、あるトリグリセリド（親水性でなく親油性）、スクアレン（親水性でなく親
油性）、またはスクアラン（親水性でなく親油性）を含み得る。本発明の膜形成物質の好
ましい例は、リン脂質、スフィンゴリピド、セラミド、コレステロール、脂肪アルコール
、脂肪酸、ならびにそれらのモノエステルおよび／またはジエステル、ならびにステロー
ルである。これらの化合物、例えばリン脂質は、典型的な乳化剤、とりわけ同等な約１０
のＨＬＢ値を有するテンシデとは対照的に、水に可溶性ではない。通常、それらはミセル
も六方晶系液晶相も形成しない。相転移温度より上で、それらは自発的に、水中でもっぱ
ら巨大多重ラメラ小胞（ｌａｒｇｅ　ｍｕｌｔｉｌａｍｅｌｌａｒ　ｖｅｓｉｃｌｅ、Ｌ
ＵＶ）を形成する。相転移温度より下では、高エネルギー入力のもとでそれらを水に分散
させることができ、ラメラ構造を形成させることができる。この点で、上述の相転移温度
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は、ゲル様の相が液晶相に変換される温度を示す。相転移温度より下ではゲル相が存在し
、相転移温度より上では液晶相が存在する。相転移温度は、組成（飽和／不飽和；短鎖／
長鎖）によって変わり、典型的には、例えばリン脂質の場合は１０℃～７０℃の間にある
。所与の系については、相転移温度はＤＳＣによって容易に測定することができる。
【００１６】
　膜形成物質はまた、典型的にはその分子の親油性部および親水性部を含む。しかしなが
ら、膜形成物質がミセルではなくラメラ構造を形成する能力は、特に最適面積および／ま
たは（境界面の炭素／水）、体積Ｖおよび臨界鎖長ｌｃに依存する（非特許文献３）。
【００１７】
　さらに、念のため、系がラメラ構造を形成するために特別の生成条件を選択することが
必要である。これらの条件は、本発明の系に関してはより詳細に後述する。ミセル構造が
適切な条件下でラメラ構造へと変換され得る系は当該技術分野で公知であるが、しかしな
がら、別の相（例えばミセル相、六方晶系相など）への相変換が不可能である系も存在す
る。さらに他の系では、適切な条件下でラメラ相の形成が許容されるが、しかしながら、
濃度を変えても他の中間相の形成にはつながらない。
【００１８】
　従って、ラメラ構造は境界明瞭な条件下で形成し、濃度の変更によって任意に他の中間
相（例えばミセル構造など）へと変換することはできない。水溶性のテンシデ（乳化剤）
の場合、ミセル、六方晶系液晶およびラメラ液晶相が、テンシデ濃度に依存して形成され
る。この場合、濃度に依存して様々な状態（六方晶系およびラメラ）の混合物が平衡とし
て共存することが可能である。対照的に、本発明の膜形成物質は典型的には水に可溶性で
はない。水に可溶性ではないこれらの脂質（例えばリン脂質など）の場合、リポソーム構
造は、概して、ラメラ構造とは共存せず、その一方の構造が存在するか他方が存在するか
のいずれかである。
【００１９】
　乳化剤不含エマルションの例はピッカリング（Ｐｉｃｋｅｒｉｎｇ）エマルションであ
る。ピッカリングエマルション（固体によって安定化されているエマルション）は、微細
に砕かれた固体粒子によって安定化されており、この種のエマルションによって従来の乳
化剤の実質的な不使用が可能になる。この場合、固体は油／水境界面に層の形で堆積し、
これにより分散した相の接合が防止される。この目的に適した固体乳化剤は、親水性液体
および親油性液体の両方によって湿潤可能である微粒子の無機固体または有機固体である
。ピッカリングエマルションでは、二酸化チタン、酸化スズ、二酸化ケイ素、Ｆｅ２Ｏ３

、ビーガム（ｖｅｅｇｕｍ）、ベントナイトおよびエチルセルロースが、好ましくは固体
として使用される。
【００２０】
　しかしながら、かかる固体乳化剤は刺激につながるかも知れず、または敏感な皮膚の場
合にはアレルギーさえ引き起こすかも知れない。
【００２１】
　様々な天然成分または皮膚様の成分を用いてクリーム基剤はすでに使用されており、と
りわけ敏感な皮膚の場合により良好な皮膚適合性が見込まれる。これに関して、皮膚様の
成分を使用するとスキンケアの改善がもたらされることが示されている。このように、こ
れらのクリーム基剤では、天然皮膚脂質のいくつかの成分が使用されており、例えばトリ
グリセリドは（植物起源の）カプリル酸／カプリン酸トリグリセリドによって置き換えら
れ、スクアレンは（植物起源の）スクアランによって置き換えられ、セラミドは（酵母起
源の）セラミド３によって置き換えられ、コレステロールは（植物起源の）植物ステロー
ルによって置き換えられ、リン脂質は（植物起源の）リン脂質によって置き換えられる。
【００２２】
　このような概念で、典型的な補助剤（香料、着色料、面皰を生じやすい脂質（例えば鉱
油）、保存料および生理的に懸念すべき乳化剤など）は、好ましくは省かれる。なぜなら
、これらの成分は潜在的に感作的であり、皮膚の刺激につながり得るからである。
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【００２３】
　これらの処方物は、従来の乳化剤の上述の不都合を回避するために従来の乳化剤なしに
調製されることが好ましい。
【００２４】
　特定の理論に結び付けられることは望まないが、これらの特定的に構成された膜脂質の
特別の作用はラメラ構造に関連していると考えられる。従来の乳化剤を省くと、ミセルま
たは小胞が形成されることが妨げられ、その結果、形成された膜のラメラ構造がエマルシ
ョンの中で維持される。このラメラ構造は、角質層の細胞（角質細胞）間に接合物質（Ｋ
ｉｔｔｓｕｂｓｔａｎｚ）として存在することが好ましい天然の表皮脂質の（物理的）構
造および（化学的）組成に基づく。
【００２５】
　膜のラメラ構造を有する特異的に構成された膜脂質に基づく系は、用語「ＤＭＳ（登録
商標）」（真皮膜構造）として当該技術分野で公知である。
【００２６】
　（泡沫処方物）
　化粧品用および／または皮膚科用エマルションの特別の応用形態は、泡沫としての応用
である。泡沫処方物は、それらは容易に皮膚上に広がることができるという利点を有する
。泡沫のコンシステンシーは快適と感じられ、製品は通常、良好な肌の感じを残す。特に
、泡沫の物理的構造は皮膚の保護作用に対して良い方向に作用する。泡沫は、その泡沫を
構成する成分の特別の均衡を必要とする複雑な物理的構造をしている。一般に、泡沫は、
エマルションまたは水系テンシデ（安定剤）溶液の処方物を噴霧することによって得られ
る。例えば、噴霧剤を含有するエマルションは耐圧容器から分注される（かかる系もまた
文献および特許文献に、エアロゾル泡沫として記載されている）。この場合、エマルショ
ンおよび噴霧剤の加圧された混合物は膨張して、小さな泡沫気泡を形成する。具体的には
、油溶性ガスが溶解している分散した油相が膨張する。しかしながら、泡沫はまた他の系
（例えば、ポンプによる噴霧など）によっても形成することができる。
【００２７】
　使用の際には、均衡をとった泡沫処方物は、膜に匹敵するネットワーク構造を皮膚上に
形成する２以上の相の安定な多分散構造を有する。かかるネットワーク構造は、それらは
例えば水との接触に対する保護作用を作り上げるが、しかしながら環境との妨げのないガ
スの交換を可能にするという利点を有する。かかる泡沫では、事実上、不感蒸泄（ｐｅｒ
ｓｐｉｒａｔｉｏ　ｉｎｓｅｎｓｉｂｉｌｅｓ）に対する障害はなく、かつ対応する熱の
発生はない。従って、保護作用および醸成作用という有利な特性は、一定の発汗と組み合
わされる。
【００２８】
　これまでに公知の泡沫処方物は、エマルションの安定化のため、およびその結果として
の泡沫安定性のために役立つ従来のテンシデ／乳化剤を含有する。
【００２９】
　しかしながら、従来の乳化剤またはテンシデは、それぞれ、スキンケア製品の使用にお
いて刺激を引き起こす（例えば、皮膚バリアの機能傷害またはマヨルカアクネ（Ｍａｌｌ
ｏｒｃａａｋｎｅ）など）として何度も明らかにされている。
【００３０】
　従って、乳化剤に基づく従来のエマルション系よりも、皮膚の要求に対してより良好に
適合されており、従って、より良好な皮膚保護およびより良好なスキンケアを提供する個
々のスキンケア組成物のニーズが存在する。
【００３１】
　その組成の点で、泡沫処方物中で膜を形成する表皮脂質に基づくラメラ構造を有するク
リーム基剤の使用は、これまでのところ、記載されたことがない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【００３２】
【非特許文献１】Ｐｆｌｅｇｅｋｏｓｍｅｔｉｋ、第４版、Ｗｉｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｌ
ｉｃｈｅ　Ｖｅｒｌａｇｓｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ　ｍｂＨ、シュトゥットガルト、１
５１－１５９頁
【非特許文献２】Ｆｉｅｄｌｅｒ　Ｌｅｘｉｋｏｎ　ｄｅｒ　Ｈｉｌｆｓｓｔｏｆｆｅ、
第５版、Ｅｄｉｔｉｏ　Ｃａｎｔｏｒ　Ｖｅｒｌａｇ、アウレンドルフ、９７－１２１頁
【非特許文献３】Ｉｓｒａｅｌａｃｈｖｉｌｉ、Ｊａｃｏｂ　Ｎ．：「Ｉｎｔｅｒｍｏｌ
ｅｃｕｌａｒ　ａｎｄ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｆｏｒｃｅｓ：Ｗｉｔｈ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎｓ　ｔｏ　Ｃｏｌｌｏｉｄａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
、第２版、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、Ｌｏｎｄｏｎ、ＵＫ、１９９２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３３】
　最新技術による処方物の上述の不都合を回避する、改良された泡沫処方物、特に改良さ
れた泡沫状クリームを提供することが本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　油相および水相を含むエマルションであって、この油相が泡沫処方物中でラメラ状の膜
を形成する少なくとも１種の膜形成物質を含むエマルションが泡沫処方物のための基剤と
して適切であることを、本出願人らは驚きをもって見出した。好ましい実施形態では、当
該泡沫処方物は、実質的に乳化剤を含まない、すなわちそれらは実質的に従来の乳化剤を
含まない。ただし、当該ラメラ状の膜の形成につながる物質または物質の混合物は従来の
乳化剤とは考えない。例えば、当該技術分野では、例えば、ＤＭＳ（登録商標）濃縮物を
含む市販品フィジオゲル（Ｐｈｙｓｉｏｇｅｌ）（登録商標）クリームを「乳化剤不含の
」と特徴付けることが認められている。
【００３５】
　本発明に係る膜形成物質および物質の混合物は、典型的には水に不溶であるが、他方、
従来の乳化剤、とりわけ同等の約１０のＨＬＢ値を有するテンシデは概して水に可溶性で
ある。さらに、本発明に係る水に可溶性でない膜形成物質は自発的に油を乳化することは
できないが、従来の乳化剤、とりわけ高ＨＬＢ値を有する従来の乳化剤は自発的に油を乳
化することができる。低ＨＬＢ値を有する従来の乳化剤は、本発明に係る膜形成物質、例
えばリン脂質とは対照的に、単独ではラメラ構造またはリポソームを形成することはでき
ない。従来の乳化剤とは対照的な、本発明に係る膜形成物質の特別の特徴は、例えばリン
脂質は１０のＨＬＢを有するが、しかしながら水に可溶性ではないことである。
【００３６】
　好ましくは、本発明の膜形成物質は、８より大きい、より好ましくは９～１１、最も好
ましくは９．５～１０．５のＨＬＢ値を有する。
【００３７】
　本発明によれば、泡沫処方物の有利な特性が、油相が泡沫処方物中でラメラ状の膜を形
成する少なくとも１種の膜形成物質を含むエマルションの有利な特性と組み合わされる。
従って、特に、泡沫の有利な特性、すなわち物理的構造および簡便な付与、を良好な皮膚
との適合性と組み合わせた泡沫処方物が調製され得る。この特性によって、当該泡沫処方
物は、敏感なタイプの皮膚用の化粧品および皮膚科用処方物に特に適したものとなる。従
って、有利なことに、皮膚への適合性および付与の簡便さが互いに組み合わされる。皮膚
への適合性にとって重要である少なくとも１種の膜形成物質のラメラ構造は、最新技術に
よる泡沫処方物において考慮されたことはない。
【００３８】
　しかしながら、かかるエマルションが、泡立ちの際に安定な泡沫製品につながることは
自明ではない。泡沫は、すでに述べたように、例えば噴霧剤をＯ／Ｗエマルション系の中
に組み込むことにより得られる。分散した油相に溶解した噴霧剤が泡立ちの際に気化する
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場合、泡沫が形成される（液体中へのガスの分散）。分散した油相中に溶解した噴霧剤の
泡立ちまたは膨張は、分散した油相の体積膨張（Ｄｉｌａｔａｔｉｏｎ）につながる。本
発明では、境界面での固体のネットワークが体積膨張応力に耐えることができて、本発明
の泡沫処方物の泡立ちの際に上記処方物の破壊が起こらず適切な泡沫が形成されることが
、驚きをもって見出された。形成された泡末は、例えば皮膚へと塗布されるために十分安
定である。
【００３９】
　本発明は、油相と水相とを含む泡沫処方物であって、この油相が泡沫処方物中でラメラ
状の膜を形成する少なくとも１種の膜形成物質を含む泡沫処方物に関する。
【００４０】
　好ましくは、本発明は、より良好な皮膚への適合性を提供する天然成分または皮膚様の
成分に基づく泡沫処方物に関する。
【００４１】
　さらに、本発明は、活性薬剤のための担体として、スキンケア薬として、皮膚洗浄用薬
剤としてまたは日焼け止め剤としての、エマルションに基づく泡沫処方物の使用に関する
。この泡沫処方物は、それゆえ化粧品、医療用製品または医薬組成物として用いることが
できる。
【００４２】
　本発明はさらに、油相が泡沫処方物中でラメラ状の膜を形成する膜形成物質を含むエマ
ルションに基づく泡沫処方物の製造方法を含む。この方法は、
　ａ）好ましくは水中油型のエマルションを生成する工程と、
　ｂ）このエマルションおよび噴霧剤を耐圧容器の中に充填する工程、または
　ｃ）耐圧容器以外の、このエマルションを分注する際に泡沫を生成する容器の中に、こ
のエマルションを充填する工程と
を含む。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】実施例３の泡沫処方物の偏光顕微鏡写真である。いわゆるマルタ十字（とりわけ
、左上の画像領域）によって認識することができるラメラ状の膜形成構造を示す。
【図２】実施例３の泡沫処方物の偏光顕微鏡写真である。さらに、泡沫処方物のガス相が
、ガスの気泡の形態で認識できる。とりわけガス相に対する境界面にマルタ十字を見るこ
とができる。
【図３】実施例３の泡沫処方物の偏光顕微鏡写真である。さらに、マルタ十字を、泡沫の
ガス気泡に対する境界面で認識することができる。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　本発明によれば、泡沫処方物は、泡沫の形成のために明らかに適合した処方物、特にエ
マルションである。特に、この処方物は、噴霧剤と一緒に耐圧容器の中に充填されるか、
またはこの処方物／エマルションの分注の際に泡沫の形成を可能にする耐圧容器以外の容
器の中に噴霧剤なしで充填されるかのいずれかであってよい。例えば、ポンプによるスプ
レー容器を使用してよい。
【００４５】
　好ましい実施形態では、当該泡沫処方物は泡末状クリームである。
【００４６】
　本発明によれば、本質的に乳化剤不含のエマルションは、１．５重量％以下、好ましく
は１．０重量％以下、より好ましくは０．５重量％以下の従来の乳化剤を含有するような
エマルションである。本発明によれば、乳化剤不含エマルションは、従来の乳化剤を含有
しないエマルションである。
【００４７】
　本発明によれば、ラメラ状の膜を形成する膜形成物質は、好ましくはその分子の親水性
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部および疎水性部を同時に有する物質である。例えばリン脂質（レシチン、スフィンゴリ
ピド、セラミドなど）、コレステロール、脂肪アルコール、脂肪酸ならびにそのモノエス
テルおよび／またはジエステル、ならびにステロールなどの物質が好ましい。トリグリセ
リド（親水性でなく親油性）、スクアレン（親水性でなく親油性）、スクアラン（親水性
でなく親油性）もまた、膜形成物質を含む化合物の混合物の中に含まれてよい。好ましい
膜形成物質は、リン脂質、スフィンゴリピド、セラミド、コレステロール、脂肪アルコー
ル、脂肪酸ならびにそのモノエステルおよび／またはジエステル、ならびにステロールで
ある。かかる物質または対応する物質の混合物は、ラメラ状の膜の形成のもとで水相を用
いて適切に分散させることができる。これは、例えば高エネルギー入力（例えば高圧均一
化、超音波）下で分散させることによって成し遂げることができる。高圧均一化の場合に
は、５０．０００～２５０．０００ｋＰａ（５００～２５００ｂａｒ）の範囲の圧力がこ
の点において用いられ、より好ましくは１００．０００～１５０．０００ｋＰａ（１００
０～１５００ｂａｒ）の範囲の圧力が用いられる。他の場合には、ラメラ状の膜構造を形
成するための高エネルギー入力は、必ずしも必要ではない（例えば、低相転移温度を有す
る非水素添加レシチンを適切な脂質（例えばミリスチン酸イソプロピルなど）ともに用い
る場合には多い）。ラメラ相を形成する特定の濃縮物の使用も可能である。
【００４８】
　分散液の中にラメラ構造が存在することは、当該技術分野で公知の方法によって当業者
が容易に判定することができる。適切な測定方法は、例えばＣｌａｕｓ－Ｄｉｅｔｅｒ　
Ｈｅｒｚｆｅｌｄら（編者）、Ｇｒｕｎｄｌａｇｅｎ　ｄｅｒ　Ａｒｚｎｅｉｆｏｒｍｌ
ｅｈｒｅ、Ｇａｌｅｎｉｋ　２、Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ、１９９９に記載され
ている。この点において、偏光顕微鏡法という方法はとりわけ言及するに値する。この方
法では、発生した偏光の振動面が互いに直交しているいわゆる十字の位置にある２つの偏
光フィルムが分析されるべき対象の上下に置かれる。照射された光の振動面は試料によっ
て変えられ、その光の一部は第２の偏光フィルムを通過することができるようになる。ラ
メラ相の存在は、本発明においては典型的には、いわゆるマルタ十字によって認識するこ
とができる。
【００４９】
　本発明によれば、ラメラ状の膜は、それが、物質の上側の層が相向ってぞれその物質の
下側の層に向くような層状構造を有するように配置される。個々の物質層の方向は、例え
ばその物質の親水性部が外側を向き、疎水性部が互いに内側を向く、またはその逆となる
ように、使用される溶媒とは無関係に発生する。
【００５０】
　当該物質の２つの層が上記のように向く場合、得られた構造は単一膜と表され、２つの
さらなる層を配置する場合には、このラメラ構造は二重膜と表される。本発明の原理によ
れば、なおさらなる層がすでに存在している（二重）膜に合わされ、その結果として多重
膜構造を生じてもよい。本発明によれば、当該膜は単一膜として、二重膜として、または
多重膜としても存在してよい。
【００５１】
　「洗い流し」効果は、スキンケア組成物を使用し終わった後の皮膚の水分の、初期値未
満への減少として理解される。
【００５２】
　本発明によれば、バイオアイデンティカルな脂肪は体内に存在する植物起源の脂肪であ
る。
【００５３】
　油相
　油相を形成することができる適切な成分は、極性の脂質および非極性の脂質またはこれ
らの混合物から選択してよい。
【００５４】
　本発明の処方物の油相は、有利には、リン脂質（レシチンなど）、（モノ、ジ、トリ）
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グリセリド（とりわけ例えば脂肪酸トリグリセリドなどのトリグリセリド）、スフィンゴ
リピドの群から、プロピレングリコールもしくはブチレングリコールの脂肪酸エステルの
群から、動物起源または植物起源の天然ワックスの群から、エステル油の群から、ジアル
キルエーテルおよび炭酸ジアルキルの群から、分枝状および非分枝状炭化水素およびワッ
クスの群から、ならびに環状および直鎖状のシリコーンオイルの群から選択される。
【００５５】
　本発明に係る泡沫処方物は、ラメラ状の膜構造、およびその結果得られた、表皮脂質、
とりわけ角質層の細胞間のラメラ状脂質構造の構造との構造上の類似性に起因する、処方
物の改良されたスキンケア作用を可能にする。皮膚のラメラ構造の類似の構造に起因して
、膜を皮膚に統合することが容易になる。この統合は改善、とりわけ皮膚バリアの安定化
および回復にもつながる。無傷の皮膚バリアは、皮膚をあまりに高い水分の蒸散から保護
する。皮膚バリアを改善すると、皮膚の滑らかさの改善をもたらすこともでき、そして「
洗い流し」効果を減少させるかも知れず、それによって有利にも従来の泡沫処方物と比べ
て改善された長期の効果が得られ得る。
【００５６】
　本発明の好ましい泡沫処方物は、泡沫処方物中に存在するラメラ状の膜と皮膚との類似
性を得るために「皮膚様の」構成成分を用いる。この点で、とりわけ好ましい実施形態は
、例えば、角層下の層（この皮膚は主にジグリセリドおよびトリグリセリドの混合物を含
む）に存在する天然のグリセリドを例えば（植物起源の）トリグリセリドで、スクアレン
を例えばスクアラン（これは、酸化に対してスクアレンほど感受性ではない）で、セラミ
ドを（酵母由来の）セラミド３で、コレステロールを（植物起源の）植物ステロールで、
およびリン脂質を（植物起源の）リン脂質で置き換える。
【００５７】
　本発明の好ましい泡沫処方物では、当該膜形成物質は脂質、より好ましくはトリグリセ
リドおよび／またはリン脂質を含む。本発明のとりわけ好ましい泡沫処方物では、当該ト
リグリセリドはカプリル酸／カプリン酸トリグリセリドであり、かつ／または当該リン脂
質は水素添加レシチンである。
【００５８】
　本発明のさらに好ましい泡沫処方物では、当該処方物はさらにレシチン、好ましくは水
素添加レシチンを含んでもよい。
【００５９】
　好ましい本発明の泡沫処方物は、例えば安定剤（例えばアルコールまたはグリコールな
ど）などのさらなる構成成分をさらに含んでいてもよい。好ましいものはグリコール、特
にプロピレングリコール、カプリリルグリコールまたはその混合物である。
【００６０】
　本発明の好ましい泡沫処方物では、例えばＢｕｔｙｒｏｓｐｅｒｍｕｍ　Ｐａｒｋｉｉ
（シアバター）、スクアラン、グリセリド、セラミド、好ましくはセラミド３、またはこ
れらの混合物などのさらなる構成成分が含まれていてよい。
【００６１】
　本発明の好ましい泡沫処方物は、実質的に乳化剤不含のエマルションを含む。本発明の
とりわけ好ましい泡沫処方物は乳化剤を含まない。特に好ましい実施形態では、当該泡沫
処方物は約１０のＨＬＢ値を有する水溶性の従来の乳化剤を含まない。好ましい実施形態
では、当該処方物はとりわけ以下の化合物を含まない：
　カルボン酸塩、例えばステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸アルミニウムなど；
　硫酸塩、例えばＮａ－ドデシル硫酸塩、Ｎａ－セチルステアリル硫酸塩、Ｎａ－ラウリ
ルエーテル硫酸塩など；
　スルホン酸塩：Ｎａ－ジオクチルスルホスクシネート；
　四級アンモニウム化合物、例えば臭化セチルトリメチルアンモニウム、臭化ベンザルコ
ニウムなど；
　ピリジニウム化合物、例えば塩化セチルピリジニウムなど；
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　ベタイン、例えばベタイン一水和物など；
　マクロゴール（Ｍａｃｒｏｇｏｌ）脂肪酸エステル、例えばマクロゴール－３０－ステ
アレートなど；
　グリセロール脂肪酸エステル、例えばグリセロールモノステアレート、グリセロールモ
ノオレエート、グリセロールモノイソステアレートなど）、部分グリセリド、ポリオキシ
エチレンソルビタン中鎖脂肪エステル（例えばツイーン（Ｔｗｅｅｎ）（登録商標）、ポ
リオキシエチレン－（２０）－ソルビタンモノステアレートなど）；
　ソルビタン脂肪酸エステル、例えばソルビタンラウレート、ソルビタンモノオレエート
、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタントリステアレ
ート、ソルビタンセスキオレエートなど；
　ショ糖脂肪酸エステル、例えばショ糖モノステアレート、ショ糖ジステアレート、ショ
糖ココエートなど；
　マクロゴール脂肪アルコールエーテル、例えばセトマクロゴール（Ｃｅｔｏｍａｃｒｏ
ｇｏｌ）　１０００、マクロゴール　セトステアリルエーテル、マクロゴール　オレイル
エーテル、ラウロマクロゴール（Ｌａｕｒｏｍａｃｒｏｇｏｌ）　４００など；
　ステアリンアルコール、例えばコレステロール、ラノリン、アセチル化ラノリン、水添
ラノリン、ラノリンアルコールなど；
　マクロゴール　グリセロール脂肪酸エステル、例えばマクロゴール－１０００－グリセ
ロール－モノオレエート、マクロゴール－１０００－グリセロール－モノステアレート、
マクロゴール－１５００－グリセロール、トリリシノレート、マクロゴール－３００－グ
リセロール－（ヒドロキシルステアレート）、マクロゴール－５－グリセロール－ステア
レート、マクロゴール　グリセロールヒドロキシステアレートなど；
　ポリグリセロール脂肪酸エステル、例えばトリグリセロールジイソステアレート。
【００６２】
　本発明では、ラメラ状の膜を形成するための適切な物質またはかかる物質の混合物を含
む油相が、ラメラ相の形成をもたらす条件下で水相に分散される。必要な場合は、これは
、例えば、高エネルギー入力下（例えば超音波によるかまたは高圧均一化によるなど）で
分散させることによって行われ、その際には約５０．０００～約２５０．０００ｋＰａ（
約５００～約２５００ｂａｒ）、好ましくは約１００．０００～約１５０．０００ｋＰａ
（約１０００～約１５００ｂａｒ）の圧力が使用される。他の場合、とりわけ低相転移温
度を有する非水素添加レシチンを膜形成物質として使用する場合には、高エネルギー入力
のさらなる必要性なしに単純な分散ですでに十分であることが多い。上述の通り、ラメラ
相の存在は、当該技術分野で公知の方法、例えば偏光顕微鏡法を使用して、当業者が容易
に判定することができる。
【００６３】
　とりわけ好ましい実施形態では、上記膜形成物質はリン脂質（例えばレシチンまたは水
素添加レシチンなど）、およびさらには脂質を含む。より好ましくは、このリン脂質はレ
シチンおよび水素添加レシチンの混合物である。とりわけ好ましい実施形態では、水素添
加レシチンに対するレシチンの重量比は、約１０：１～約１：１０、より好ましくは約５
：１～約１：５、さらにより好ましくは水素添加レシチンに対するレシチンの比は約１：
１である。リン脂質に加えて存在する脂質は、好ましい実施形態では、例えばミリスチン
酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸イソプロピルなどの液体ワッ
クスエステルを含む。さらに、さらなる任意の脂質、例えば落花生油または中鎖トリグリ
セリド（好ましくはＣ８～Ｃ１２トリグリセリド）などが、ワックスエステルに加えて存
在してもよい。全脂質（例えばワックスエステル＋任意のトリグリセリド）に対する全リ
ン脂質（例えばレシチン＋水素添加レシチン）の重量比は、この実施形態では、好ましく
は約１：５～約１：１、好ましくは約１：２である。
【００６４】
　このリン脂質および脂質の混合物は、例えば、高エネルギー入力下で融解物として水に
分散される。高エネルギー入力は、超音波によって、または高圧均一化によってもたらす
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ことができ、その際には５０．０００～２５０．０００ｋＰａ（５００～２５００ｂａｒ
）、好ましくは１００．０００～１５０．０００ｋＰａ（１０００～１５００ｂａｒ）の
圧力が用いられる。水相には、本願明細書に記載するように、さらなる添加剤が任意に存
在してよく、その例としては例えばグリセロールまたは増粘剤（例えばキサンタンガムお
よび／またはヒドロキシプロピルメチルセルロース（ヒプロメロース））などが挙げられ
る。
【００６５】
　さらなる任意の成分は、ＤＭＳ（登録商標）組成物に関して後述する。特に、得られる
処方物は、実質的に乳化剤不含の、好ましくは乳化剤不含のもの、すなわち処方物中に従
来の乳化剤が実質的に存在しないかまたはまったく存在しないものであってよい。ただし
、この膜形成物質または膜形成物質の混合物は、従来の乳化剤とは考えない。この混合物
を記載したようにして分散させると、（例えば噴霧剤を使用することによって、またはポ
ンプによる噴霧によって）泡沫処方物を形成するために適し、さらにはラメラ状の膜を形
成するのに適した分散液が得られる。
【００６６】
　上記の「皮膚様の」構成成分に基づくさらなるクリーム基剤は、ＤＭＳ（登録商標）ク
リーム基剤として当該技術分野で公知でもある。
【００６７】
　このＤＭＳ（登録商標）基剤組成物は、以下の構成成分を有することができる：カプリ
ル酸／カプリン酸トリグリセリド、シアバター、スクアラン、セラミド３、水素添加レシ
チン、パームグリセリド（Ｐａｌｍ　Ｇｌｙｃｅｒｉｄｅ）、アボカド、パーム油（ギニ
アアブラヤシ）。
【００６８】
　ＤＭＳ（登録商標）組成物での安定剤として、例えば、ペンチレングリコール、カプリ
リルグリコールまたはこれらの混合物などのアルコールまたはグリコールを使用してよい
。
【００６９】
　市販されているＤＭＳ（登録商標）基剤は、カプリル酸／カプリン酸トリグリセリド、
シアバター、スクアラン、セラミド３、水素添加レシチンおよびペンチレングリコールを
含む。
【００７０】
　さらなる市販されているＤＭＳ（登録商標）基剤は、カプリル酸／カプリン酸トリグリ
セリド、シアバター、スクアラン、セラミド３、水素添加レシチンおよびアルコールを含
む。
【００７１】
　さらなる市販のＤＭＳ（登録商標）基剤は、カプリル酸／カプリン酸トリグリセリド、
シアバター、スクアラン、セラミド３、水素添加レシチン、アビカドおよびカプリリルグ
リコールを含む。
【００７２】
　さらなる市販のＤＭＳ（登録商標）基剤は、カプリル酸／カプリン酸トリグリセリド、
シアバター、スクアラン、セラミド３、水素添加レシチン、パームグリセリド、ギニアア
ブラヤシおよびペンチレングリコールを含む。
【００７３】
　好ましいＤＭＳ（登録商標）基剤は、カプリル酸／カプリン酸トリグリセリド、Ｂｕｔ
ｙｒｏｓｐｅｒｍｕｍ　Ｐａｒｋｉｉ、スクアラン、セラミド３、水素添加レシチン、お
よびペンチレングリコールを含む。
【００７４】
　とりわけ好ましいカプリル酸／カプリン酸トリグリセリドは、サソール社（Ｓａｓｏｌ
）のミグリオール（Ｍｉｇｌｙｏｌ）　８１２の商品名で入手することができ、それとさ
らなる油およびワックス構成成分との混合物も入手できる。
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【００７５】
　加えて、サソール社のミグリオール　８１２／コグニス社（Ｃｏｇｎｉｓ）のミリトー
ル（Ｍｙｒｉｔｏｌ）　３１２の商品名で入手できるカプリル酸／カプリン酸トリグリセ
リドはとりわけ好ましい。
【００７６】
　本発明のエマルションは、好ましくは約５～５０重量％の油相を含み、とりわけ好まし
くは１０～３５重量％、より好ましくは１５～３５重量％油相を含む。この数字は、それ
ぞれ噴霧剤なしでのエマルションの全重量に対するものである。
【００７７】
　これらのクリーム組成物は、刺激を受けた、乾燥～非常に乾燥した、敏感～非常に敏感
な、アレルギー性および湿疹性の皮膚の場合に特に使用される。
【００７８】
　加えて、この油相は、好ましくは、例えば脂肪酸（特にステアリン酸）または油（例え
ばセチオール（Ｃｅｔｉｏｌ）　Ｖなど）などのさらなる構成成分を含んでいてよい。
【００７９】
　ＤＭＳ濃縮物および本発明の処方物では、香料、着色料、面皰を生じやすい脂質（例え
ば鉱油）および生理的乳化剤などの（バイオアイデンティカルではない）さらなる従来の
補助剤は好ましくは省かれる。なぜなら、これらの成分は潜在的に感作的であり、皮膚の
刺激につながり得るからである。
【００８０】
　水相
　水相は、化粧品用アジュバント、例えば低級アルコール（例えばエタノール、イソプロ
パノール）、低級ジオールもしくはポリオールおよびそれらのエーテル（例えばプロピレ
ングリコール、グリセロール、ブチレングリコール、ヘキシレングリコールおよびエチレ
ングリコール）、泡沫安定剤およびならびに増粘剤を含有することができる。
【００８１】
　適切な増粘剤は、水に部分的に可溶であるか、または少なくとも水に対して分散性であ
って、かつ水系でゲルまたは粘度の大きい溶液を形成するポリマー増粘剤である。それら
は、水分子に結合（水和）するか、または他方で、水を含んでそれらの絡み合った（ｖｅ
ｒｆｌｏｃｈｔｅｎ）高分子の中に封入し、ここでその水の可動性が減少することで、水
の粘度を上昇させる。適切なポリマーは、
　・修飾された天然物質（セルロースエーテル（例えばヒドロキシプロピルセルロースエ
ーテル、ヒドロキシエチルセルロースおよびヒドロキシプロピルメチルセルロースエーテ
ルなど）、
　・天然化合物（例えば寒天、カラゲナン、ポリオース、デンプン、デキストリン、ゼラ
チン、カゼインなど）、
　・合成化合物、（例えばビニルポリマー、ポリエーテル、ポリイミン、ポリアミドおよ
びポリアクリル酸誘導体など）、ならびに
　・無機化合物（例えばポリケイ酸および粘土鉱物など）である。
【００８２】
　好ましくは、本発明の処方物の中にはセルロースエーテルが増粘剤として含有される。
ヒドロキシプロピルメチルセルロースが特に好適である。本発明によればとりわけ好まし
いヒドロキシプロピルメチルセルロースは、メトロース（Ｍｅｔｏｌｏｓｅ）　９０Ｓ　
Ｈ１００である。ヒドロキシプロピルメチルセルロースについての当該技術分野での一般
的な呼び名はヒプロメロースである。
【００８３】
　さらに好ましい増粘剤はキサンタンガム、とりわけケルトロール（Ｋｅｌｔｒｏｌ）（
登録商標）ＣＧキサンタンガムである。
【００８４】
　ヒドロキシプロピルメチルセルロースおよびキサンタンガムは、本発明の処方物では同
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時にでも用いることができる。
【００８５】
　本発明のエマルションは、好ましくは（増粘剤の乾燥重量および噴霧剤なしのエマルシ
ョンの全重量に基づき）０．２～３．０重量％の増粘剤を含有する。特に好適であるのは
、０．５～２．５重量％の増粘剤である。
【００８６】
　活性薬剤
　含有される活性薬剤は、皮膚の表面に付与できるすべての活性薬剤およびその混合物か
ら選択してよい。この活性薬剤は、美容的に、または薬理学的に作用することができる。
従って、（医療用製品または医薬組成物として用いられるべき）化粧品または皮膚科用泡
沫処方物が得られる。さらに、この処方物は、環境の影響に対して皮膚を保護するために
用いてもよい。この活性薬剤は、完全に植物起源のものであってもよいし、または合成品
であってもよい。活性薬剤の群は、成分の他の群（例えば油成分、増粘剤または固体乳化
剤など）と重なり得る。例えば、いくつかの油成分（例えば、多価不飽和脂肪酸を有する
油など）はまた、活性薬剤としても作用することができ、または固体乳化剤（例えば、微
粒子状二酸化チタン）はＵＶフィルターとしての役割を果たし得る。その特徴に応じて、
これらの物質は、いくつかの群に分類されるべきである。
【００８７】
　本発明の処方物の活性薬剤は、保湿特性およびバリア強化特性を有する物質（例えば、
ヒドロビトン（Ｈｙｄｒｏｖｉｔｏｎ）、ＮＭＦの模倣物、ピロリドン炭酸およびその塩
、乳酸およびその塩、グリセロール、ソルビトール、プロピレングリコールならびに尿素
など）の群、タンパク質およびタンパク質加水分解物の群の物質（例えばコラーゲン、エ
ラスチンおよび絹タンパク質など）、グリコサミノグリカンの群の物質（例えばヒアルロ
ン酸など）、炭水化物の群の物質（例えば、組成がヒトの角質層の炭水化物混合物に対応
するペンタビチン（Ｐｅｎｔａｖｉｔｉｎ）など）、ならびに脂質および脂質前駆体（例
えばセラミドなど）の群の物質から選択されることが有利である。本発明の意味でのさら
なる有利な活性薬剤は、ビタミン（例えばパンテノール（Ｐａｎｔｈｅｎｏｌ）、ナイア
シン、α－トコフェロールおよびそのエステル、ビタミンＡならびにビタミンＣ）の群か
ら選択してよい。さらに、抗酸化物質（例えば没食子酸塩（Ｇａｌａｔｅ）およびポリフ
ェノール）の群から選択される活性薬剤を使用してもよい。尿素、ヒアルロン酸およびペ
ンタビチンは好適な物質である。
【００８８】
　皮膚を滑らかにする作用および皮膚再生作用を有する物質（例えばパンテノール、ビサ
ボロール（Ｂｉｓａｂｏｌｏｌ）および植物ステロール）が活性薬剤として用いられるこ
とがさらに好ましい。
【００８９】
　本発明の意味で有利な活性薬剤はまた、植物および植物エキスである。これらは、例え
ば、藻類、アロエ、アルニカ、サルオガセ（Ｂａｒｔｆｌｅｃｈｔｅｎ）、コンフリー、
カバノキ、イラクサ、キンセンカ、オーク、ツタ、マンサク、ヘナ、ホップ、カモミール
、ラスカス、ペパーミント、マリーゴールド、ローズマリー、セージ、緑茶、ティーツリ
ー、ツクシ、タイムおよびクルミ、ならびにこれらのエキスである。
【００９０】
　本発明の処方物はさらに、活性薬剤として、合成または天然起源の抗真菌薬および消毒
薬／殺菌薬を含有してもよい。
【００９１】
　さらなる活性薬剤は、グルココルチコイド、抗生物質、鎮痛薬、消炎薬、抗リウマチ薬
、抗アレルギー薬、駆虫薬、抗痒疹薬（Ａｎｔｉｐｒｕｒｉｇｉｎｏｓａ）、乾癬治療薬
、レチノイド、局所麻酔薬、静脈治療薬、角質溶解薬（Ｋｅｒａｔｏｌｙｔｉｋａ）、充
血性物質、冠動脈治療薬（硝酸塩／ニトロ化合物）、抗ウイルス薬（Ｖｉｒｕｓｓｔａｔ
ｉｋａ）、細胞分裂阻害剤、ホルモン、創傷治癒を促進する薬剤（例えば成長因子）、酵
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素製剤および殺虫剤である。
【００９２】
　エマルションのさらなる成分
　上記処方物は、着色料、真珠光沢顔料、香料／香水、日焼け止め剤物質、保存料、錯化
剤、抗酸化物質および噴霧剤、ならびにｐＨ調整剤を、任意にさらに含有してもよい。
【００９３】
　しかしながら、好ましい実施形態では、本発明の処方物は、皮膚の刺激につながりかね
ない構成成分を含まない、特に香料、香水、着色料および従来の乳化剤を含まない。
【００９４】
　本発明の泡沫処方物は、すでに上に記載した構成成分とは別に、当該技術分野で通常の
ように、さらなる天然脂肪（例えばシアバター、天然油、オリーブ油、スクアラン、セラ
ミドなど）および保湿性物質を含んでよい。
【００９５】
　エマルションの個々の成分の上記の一覧は、個々の例示された成分は、その様々な特性
によっていくつかの群に分類されてもよい、というように考慮されるべきである。
【００９６】
　噴霧剤
　適切な噴霧剤は、例えばＮ２Ｏ、プロパン、ブタンおよびｉ－ブタンである。完成した
泡沫処方物は、５～１５重量％、好ましくは約１０重量％の噴霧剤を含有する。
【００９７】
　（製造方法）
　本発明に係る泡沫処方物は、好ましくは水中油型のエマルションを準備する工程と、こ
のエマルションおよび任意に噴霧剤を、適切な容器（例えば、耐圧容器など）に充填する
工程とによって調製される。噴霧剤および耐圧容器の代替として、このエマルションはま
た、噴霧剤がなくてさえもこのエマルションを泡沫として分注するのに適した、異なる容
器に充填してもよい。かかる系は、当業者に公知である。
【００９８】
　具体的に、本発明のエマルションは以下の工程を含む方法で調製される：
　（１）当該処方物中でラメラ状の膜を形成する少なくとも１種の膜形成物質を任意に含
む油相を準備する工程と、
　（２）水相を準備する工程と、
　（３）例えば超音波または高圧均一化によって、両方の相を合わせて均一化する工程と
、
　（４）任意に少なくとも１種または少なくとも１種のさらなる膜形成物質を加える工程
と、
　（５）エマルションを得るために、例えば超音波または高圧均一化によって任意に均一
化する工程であって、工程（１）または（４）のうちの少なくとも１つにおいて、処方物
の中でラメラ状の膜を形成する少なくとも１種の膜形成物質が含まれる工程。
【００９９】
　好ましくは、この油相および水相は、各々４０～９０℃の範囲の温度で混合されて均一
化され、６０～８０℃が特に好ましく、より好ましくは約７０℃の温度である。
【０１００】
　均一化するために、当該技術分野で公知のあらゆる手段または方法を使用することがで
きる。好ましくは、相は高速撹拌装置を使用して均一化される。好ましい実施形態では、
均一化は高圧均一化によって実施される。さらに好ましい実施形態では、均一化は超音波
によって実施される。
【０１０１】
　好ましい製造方法では、油相が水相の中へと混合され均一化される。必要な場合は、当
該エマルションは撹拌しながら室温まで冷却される。とりわけ好ましい方法では、適切な
量のＤＭＳ（登録商標）濃縮物がこの混合物に加えられ、この濃縮物が本発明のエマルシ
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りに他のラメラ相を用いても実施することができる。
【０１０２】
　ＤＭＳ（登録商標）濃縮物は、水相と均一化する前に油相にすでに加えられていてもよ
く、油相および水相を均一化した後にその混合物に加えられてもよい。最初の均一化する
工程の後にＤＭＳ（登録商標）濃縮物が混合物に加えられ、次いでその混合物が均一化さ
れることが好ましい。
【０１０３】
　エマルションが増粘剤を含む場合には、上記方法は以下のさらなる工程を含むことが有
利である：
　（６）増粘剤の水溶液を準備する工程と、
　（７）この増粘剤の溶液を当該エマルションと混合する工程。
【０１０４】
　好ましくは、本発明のエマルションは約１０重量％の噴霧剤で負荷される。
【実施例】
【０１０５】
　泡沫処方物の組成
　ａ）水相
　構成成分を混合することにより水相を準備した。
【０１０６】
【表１】

【０１０７】
　ｂ）油相
　実施例１
【０１０８】
【表２】

【０１０９】
　実施例２
【０１１０】
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【表３】

【０１１１】
　それぞれミグリオール　８１２（実施例１）中またはミグリオール　８１２およびセチ
オール　Ｖの混合物中（実施例２）中で、約７０℃まで加熱してステアリン酸を溶解させ
た。
【０１１２】
　撹拌しながらこの油相を上記水相に加え、高速撹拌装置を使用して均一化した。得られ
たエマルションを撹拌しながら室温まで冷却し、高速撹拌装置によってＤＭＳ（登録商標
）濃縮物を組み込んだ。
【０１１３】
　使用したＤＭＳ（登録商標）濃縮物は以下のＩＮＣＩ構成成分を有していた：水（およ
び）水素添加レシチン（および）カプリル酸／カプリン酸トリグリセリド（および）ペン
チレングリコール（および）Ｂｕｔｙｒｏｓｐｅｒｍｕｍ　Ｐａｒｋｉｉ（および）グリ
セロール（および）スクアラン（および）セラミド３。
【０１１４】
　泡沫処方物の製造
　上で調製したエマルション９０ｇをエアロゾル容器に充填し、バルブキャップで閉じた
後に１０ｇの噴霧剤で負荷した。
【０１１５】
　実施例３
【０１１６】

【表４】

【０１１７】
　製造
　大豆レシチンおよび水素添加大豆レシチン（例えばホスホリン（Ｐｈｏｓｐｈｏｌｉｐ
ｏｎ）　８０　Ｈおよびホスホリン　８５　Ｇ）の混合物を、６０℃で中鎖トリグリセリ
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た。高エネルギー入力（例えば超音波または高圧均一化）下で、この脂質溶融物を水およ
びグリセロールの混合物に分散させた（高圧ホモジナイザー：アベスチン・エマルシフレ
ックス（Ａｖｅｓｔｉｎ　Ｅｍｕｌｓｉｆｌｅｘ）－Ｃ３；圧力：１４００ｂａｒ（１４
０ＭＰａ））。引き続いて、キサンタンガム（例えば、ケルトロール　ＣＧ）およびヒプ
ロメロース（例えば、メトロース　９０ＳＨ１００）の水溶液を、撹拌しながら加えた。
【０１１８】
　泡沫処方物の製造
　上記のように調製した膜形成エマルション９０ｇをエアロゾル容器に充填し、バルブキ
ャップで閉じた後に１０ｇの噴霧剤で負荷した。
【０１１９】
　泡沫の形成
　泡沫アプリケータを取り付けた適切なバルブによってこの泡沫処方物を耐圧容器から分
注して、微細な泡を有する安定なクリーム様の泡沫を形成した。このクリーム様の泡沫の
構造は、この泡沫を皮膚上に均一に分散させるのに十分な時間、維持された。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明の泡沫処方物は、すべての化粧品および皮膚科用目的で（医療用製品または医薬
組成物として）用いることができる。例えば、この処方物は、スキンケア薬または皮膚洗
浄薬として用いてもよい。さらに、それらは活性薬剤の担体として使用してもよく、医療
における皮膚科分野で用いることもできる。特に、上記処方物は日焼け止め剤として用い
てもよい。
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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